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「
明
治
神
宮
遙
拜
碑
」
探
索
記

　

黒

岩

昭

彦

　

宮
崎
県
西
都
市
三
納
（
み
の
う
）
と
い
ふ
集
落
が
あ
る
。

　

昭
和
三
十
三
年
に
西
都
市
が
誕
生
す
る
が
、
こ
の
際
に
「
三
納

村
」
も
吸
収
合
併
さ
れ
た
。
平
安
時
代
は
荘
園
で
、
鎌
倉
以
降
は
、

土
持
氏
、
伊
東
氏
、
島
津
氏
、
佐
土
原
島
津
氏
と
領
主
の
変
遷
が

見
ら
れ
る
。
三
納
川
と
呼
ば
れ
る
一
ツ
瀬
川
の
支
流
が
町
を
縦
断

し
、
農
業
や
林
業
、
畜
産
業
な
ど
を
中
心
と
す
る
歴
史
あ
る
地
区

で
あ
る
。

　

こ
の
三
納
村
時
代
に
中
武
正
則
と
い
ふ
人
が
ゐ
た
。

　

明
治
四
十
年
十
月
二
十
七
日
に
助
役
よ
り
第
八
代
目
の
村
長
に

就
任
し
た
。
明
治
四
十
二
年
と
大
正
八
年
、
二
度
に
亘
り
経
済
産

業
社
会
全
般
に
渉
る
微
細
な
実
体
調
査
を
実
施
し
、「
村
治
要
項
」

を
作
成
し
た
が
、「
現
実
的
実
行
計
画
に
乏
し
き
こ
と
を
遺
憾
と

す
る
」
と
酷
評
さ
れ
て
ゐ
る
（『
日
向
の
国
三
納
村
代
々
の
跡
』）。
時

代
を
先
取
す
る
率
先
励
行
の
人
で
あ
つ
た
が
、
村
民
に
は
聊
か
大

言
壮
語
に
聞
こ
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
二
宮
尊
徳
を
顕
彰
す
る

「
報
徳
社
」
の
三
納
で
の
設
立
や
、
そ
の
普
及
に
も
努
め
た
と
い
ふ
。

　

大
正
八
年
十
一
月
三
日
ま
で
三
期
・
十
二
年
の
任
期
を
無
事
に

務
め
た
。
退
任
日
が
十
一
月
三
日
、
即
ち
「
明
治
節
」（
明
治
天
皇

の
御
誕
生
日
＝
「
文
化
の
日
」）
で
あ
つ
た
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

と
い
ふ
の
は
、
か
つ
て
明
治
神
宮
を
遙
拜
す
る
施
設
が
村
内
に
存

在
し
た
が
、
そ
の
造
設
に
尽
力
し
た
の
が
中
武
正
則
で
あ
つ
た
か

ら
だ
。

　

こ
れ
を
証
す
る
、『
児
湯
郡
郷
土
誌
』（
大
正
十
四
年
）
の
「
明
治

神
宮
遥
拜
碑
」
の
記
述
を
紹
介
し
て
お
か
う
。

一
、
設
置
趣
旨　

明
治
神
宮
御
造
營
工
事
ハ
實
ニ
拾
ケ
年
ノ

一
大
計
劃
ナ
リ
ト
拜
聞
セ
シ
ニ
既
ニ
輪
奐
其
美
ヲ
極
メ
テ
茲

随

想
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ニ
本
年
三
月
御
落
成
ト
同
時
ニ
明
治
天
皇
ノ
御
神
靈
ヲ
祭
祀

セ
ラ
レ
國
民
一
般
ノ
參
拜
ヲ
許
サ
ル
。
然
リ
ト
雖
本
村
ノ
如

キ
僻
陬
ノ
地
ニ
ア
リ
テ
ハ
固
ヨ
リ
容
易
ニ
參
拜
シ
奉
ル
コ
ト

能
ハ
ザ
ル
ヲ
遺
憾
ト
シ
茲
ニ
遙
拝
所
ト
シ
テ
最
モ
適
當
ナ
ル

良
地
ア
ル
ヲ
相
シ
微
弱
ナ
ル
一
臂
ヲ
奮
ヒ
遂
ニ
工
ヲ
起
ス
ニ

當
リ
本
村
在
郷
軍
人
第
二
班
並
札
之
元
育
英
會
員
其
他
多
數

特
志
家
ノ
援
助
ヲ
蒙
リ
漸
ク
素
志
ヲ
貫
徹
シ
茲
ニ
大
正
十
年

七
月
三
十
日
ヲ
ト
シ
除
幕
式
ト
同
時
ニ
第
一
回
ノ
祭
典
ヲ
擧

行
セ
リ
、
干
時　

畏
ク
モ
東
宮
殿
下
ニ
ハ
古
今
未
曾
有
ノ
一

大
御
壯
擧
ア
リ
他
ナ
シ
海
外
御
巡
遊
ノ
御
盛
事
是
ナ
リ
今
ヤ

海
外
諸
國
ノ
皇
室
國
民
ハ
最
善
ノ
敬
意
ト
歡
待
ヲ
殿
下
ニ
捧

ゲ
ラ
レ
御
稜
威
ハ
實
ニ
八
荒
ニ
輝
ク
之
國
民
ノ
最
モ
永
遠
無

窮
ニ
紀
念
シ
奉
ラ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
一
大
壯
擧
タ
リ
不
肖
正
則

大
ニ
感
ズ
ル
所
ア
リ　

畏
ク
モ
明
治
神
宮
御
造
營
紀
念
ト
共

ニ　

東
宮
殿
下
御
外
遊
紀
念
ト
シ
テ
明
治
神
宮
遙
拜
所
ヲ
謹

設
シ
奉
リ
タ
ル
所
ナ
リ
。

二
、
遙
拜
山
施
設
經
營　

遙
拜
山
ハ
建
設
者
ノ
所
有
一
團
地

三
萬
坪
ニ
シ
テ
内
三
千
坪
遙
拜
所
ニ
充
當
シ
他
ハ
視
察
地
ト

シ
テ
杉
・
檜
・
椚
一
萬
五
千
本
造
林
櫨
・
梨
・
柿
・
三
椏
・

圓
藝
ノ
設
ア
リ
。

　

遙
拜
所
三
千
坪
ノ
内
參
拜
者
ノ
忠
孝
一
本
精
神
修
養
並
共

同
娯
樂
場
ト
シ
テ
林
間
講
演
・
演
武
・
角
力
・
遊
戯
・
谷
洗

開
宴
等
ニ
充
當
ス
ベ
キ
左
記
ノ
設
ア
リ
。

　

御
池
。
一
ノ
谷
。
八
雲
。
踊
庭
。
イ
ヌ
ツ
ゲ
。
模
擬
園
。

五
十
路
。
七
曲
。
蛇
座
。
家
庭
用
輕
便
炭
カ
マ
。

　

大
正
十
年
七
月
三
十
日

　

明
治
神
宮
奉
賛
會
通
常
會
員
勳
八
等　

中
武
正
則

　

東
京
に
明
治
神
宮
は
創
建
さ
れ
た
が
（
大
正
九
年
十
一
月
一
日
）、

僻
陬
の
地
で
あ
る
故
に
参
拝
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
よ
つ
て
「
良

地
」
を
求
め
て
、
明
治
神
宮
遙
拜
所
（
山
）
を
造
り
、「
明
治
神

宮
遙
拜
碑
」
を
設
置
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
明
治
神
宮
御
造
營
紀
念
ト
共
ニ
東
宮
殿
下
御
外
遊
紀

念
」
も
顕
彰
さ
れ
た
。「
東
宮
殿
下
」
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
後

の
昭
和
天
皇
で
あ
ら
れ
る
が
、
こ
の
大
正
十
年
の
三
月
三
日
か
ら

九
月
三
日
ま
で
の
半
年
間
、
皇
太
子
と
し
て
初
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
外
遊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
殿
下
を
お
も
ん
ば
か
る

が
故
に
、
多
く
の
国
民
が
危
惧
す
る
一
大
事
で
も
あ
つ
た
が
、
中

武
は
、「
國
民
ノ
最
モ
永
遠
無
窮
ニ
紀
念
シ
奉
ラ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル

一
大
壯
擧
」
と
見
た
。

　

一
方
、
施
設
規
模
は
三
萬
坪
も
あ
り
、
そ
の
内
の
三
千
坪
が
遙

拜
所
に
充
当
さ
れ
、
土
地
は
「
建
設
者
」（
中
武
本
人
）
の
私
有
地

で
あ
つ
た
こ
と
も
解
る
。
こ
の
広
大
な
土
地
に
は
杉
や
檜
な
ど
が

植
林
さ
れ
、
ま
た
、
精
神
修
養
と
し
て
、
林
間
講
演
場
や
相
撲
等

の
遊
戯
場
、
更
に
は
家
庭
用
の
炭
窯
ま
で
造
ら
れ
た
と
い
ふ
か
ら
、
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村
民
の
娯
楽
施
設
と
し
て
の
機
能
も
持
た
さ
れ
た
。「
大
正
十
年

七
月
三
十
日
ヲ
ト
シ
除
幕
式
ト
同
時
ニ
第
一
回
ノ
祭
典
ヲ
擧
行
セ

リ
」
と
い
ふ
。
中
武
は
「
日
州
新
聞
」（
大
正
十
年
七
月
三
十
日
付
）

に
、「
當
日
は
郡
長
以
下
郡
内
各
官
民
三
百
餘
名
を
同
遙
拜
山
に

招
待
し
て
盛
大
な
る
除
幕
式
を
擧
行
す
る
」
と
語
つ
て
ゐ
る
。

　

七
月
三
十
日
が
明
治
天
皇
の
崩
御
さ
れ
た
日
で
あ
る
こ
と
は
い

ふ
ま
で
も
な
い
。
村
民
挙
げ
て
こ
の
造
設
に
取
り
組
ん
だ
で
あ
ら

う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
碑
文
で
あ
る
が
、
こ
の
一
体
感
こ
そ
が
明

治
と
い
ふ
光
輝
な
時
代
を
支
へ
た
。
こ
の
有
名
無
名
の
民
の
想
ひ

の
結
集
が
、
明
治
神
宮
を
創
建
せ
し
め
た
原
動
力
と
も
な
つ
た
の

で
あ
ら
う
。
三
納
村
民
の
ひ
そ
や
か
な
、
し
か
し
ひ
た
ぶ
る
な
想

ひ
は
、
遙
拜
所
と
い
ふ
一
つ
の
「
明
治
の
精
神
」
の
形
と
な
つ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
明
治
神
宮
遙
拜
碑
」
は
ど
う
な
つ
た
の
で
あ
ら

う
か
。

　

数
年
来
気
に
か
け
て
ゐ
た
が
、
こ
の
ほ
ど
進
展
を
見
た
。
た
ま

た
ま
読
ん
だ
緒
方
𠮷
信
氏
の
『
三
納
歴
史
ひ
ざ
く
り
げ
』（
平
成

六
年
）
に
、「
麓
か
ら
、
吉
田
に
向
か
う
に
は
、
三
納
川
の
麓
橋

を
渡
り
ま
す
が
、
橋
の
北
方
五
十
米
余
、
西
側
の
道
路
脇
に
は
二

基
の
石
造
物
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
に

よ
る
。
既
に
石
碑
は
麓
に
移
動
さ
れ
、
現
存
し
て
ゐ
る
可
能
性
が

見
え
て
き
た
。

　

早
速
、
調
査
に
出
か
け
、
三
納
支
所
や
郵
便
局
、
郷
土
史
家
な

ど
に
聞
き
と
り
を
し
て
、
記
述
の
場
所
と
お
ぼ
し
き
地
点
に
向
か

つ
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
遥
拜
碑
は
発
見
で
き
な
か
つ
た
。
や
む

な
く
麓
橋
を
引
き
返
し
て
同
じ
麓
地
区
の
中
心
地
あ
た
り
を
探
索
、

遂
に
永
代
橋
手
前
の
路
傍
に
二
基
の
石
碑
が
並
べ
て
据
ゑ
ら
れ
て

ゐ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

　

一
つ
は
「
奉
明
治
神
宮
遙
拜
碑
」
で
、
高
さ
八
十
セ
ン
チ
程
で

頂
部
は
丸
み
が
か
つ
た
自
然
石
で
あ
る
。
そ
し
て
裏
面
に
は
、

「
明
治
神
宮
御
造
営
記
念　

皇
太
子
裕
仁
親
王
殿
下
海
外
御
巡
遊

記
念
」
と
あ
る
。
石
が
土
に
埋
も
れ
て
ゐ
る
た
め
に
従
来
よ
り
も

低
く
見
え
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
「
感
謝
標
」
は
、
台
石
（
高

さ
十
八
セ
ン
チ
、
横
幅
五
十
五
セ
ン
チ
）
の
上
に
高
さ
九
十
二
セ
ン

奉明治神宮遙拜碑
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チ
の
長
方
形
の
石
碑
が
据
ゑ
ら
れ
、
由
緒
と
奉
建
者
名
が
刻
字
し

て
あ
る
。
至
る
所
に
欠
損
が
見
ら
れ
る
の
は
、
二
度
に
亘
る
移
動

の
際
に
付
い
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
両
碑
と
も
に
決
し
て
立
派
と

は
い
へ
な
い
が
、
村
民
た
ち
が
僅
か
な
浄
財
を
出
し
あ
つ
て
建
て

た
で
あ
ら
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。

　

宮
崎
県
は
明
治
天
皇
の
行
幸
は
一
度
も
な
く
、
他
府
県
に
見
ら

れ
る
や
う
な
立
派
な
記
念
碑
等
は
何
一
つ
な
い
が
、「
奉
明
治
神

宮
遙
拜
碑
」
が
現
存
し
て
ゐ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
の
は
幸
ひ
で

あ
つ
た
。
明
治
維
新
百
五
十
年
の
節
目
の
年
を
控
へ
て
、
改
め
て

ご
神
意
の
深
厚
な
る
を
覚
え
て
紹
介
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
宮
崎
神
宮
権
宮
司
）


